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令和３年第３回七宗町議会臨時会会議録

招 集 年 月 日 令和３年４月２１日

招 集 場 所 七宗町役場 議場

開 議 ４月２１日 午前１０時００分

出 席 議 員 １番 市川裕隆君、２番 上野和義君、３番 大鋸利光君、

４番 玉木幸治君、５番 中島寛直君、６番 加納忠良君、

７番 福井德一君、８番 林茂樹君

欠 席 議 員 な し

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町長 加納福明君、教育長 早野稔君、

参事 渡辺豊明君、総務課長 山田俊也君、

税務課長 加納和敏君、企画課長 石黒義仁君、

住民課長 田中るり子君、支所長 福井靖信君、

農林課長 福井仁君、土木建設課長 山田直光君、

水道課長 加藤裕規君、会計管理者 亀山桂児君、

教育課長 佐伯義則君

欠 席 な し

職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 林佳成君 記録 後藤美智代君

七宗町長提出議案の題目

議第３７号 七宗町監査委員の選任について

議第３８号 七宗町小口融資条例の一部を改正する条例の制定

について
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議事日程 議長は議事日程を次のとおり報告した。

日程第１．会議録署名議員の指名

日程第２．会期の決定

日程第３．議第３７号及び議第３８号

会議録署名議員の指名 議長は会議録署名議員に次の２名を指名した。

２番 上野和義君 ３番 大鋸利光君

会期の決定について 会期は次の１日間に決定した。

令和３年４月２１日

議 事 の 経 過

開 議 午前１０時００分

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） ただいまの出席議員は８名で定足数に達しております。したが

って、令和３年第３回七宗町議会臨時会は成立しましたので、

開会いたします。

本会議はマスク着用をお願いしておりますが、発言時はマスク

を外してお願いいたします。

また、議席番号４番 玉木幸治君においては、体調不良のため

会議規則第103条の規定により、杖の携帯を許可しましたので

報告いたします。

これより、本日の会議を開きます。諸般の報告を事務局長より

行います。

局 長 （ 林 佳 成 君 ） 諸般の報告、議事日程、本日の議事日程はお手元に配布してあ

ります日程表のとおりです。

町長から本日付をもって、議第37号及び議第38号の議案が提出

されました。

また、令和３年４月１日付人事異動に伴い、執行部側に変更が

ございました。議場席図を配布してありますのでご確認くださ
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い。以上でございます。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、２番

上野和義君及び３番 大鋸利光君を指名いたします。

日程第２、会期の決定を議題といたします。

おはかりいたします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

＜「異議なし」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間に決定い

たしました。

日程第３を議題といたします。

議第37号及び議第38号を一括して議題といたします。提案理由

の説明を求めます。

町長 加納福明君。

町長（加 納福明 君） （提案説明のため登壇）

本日、令和３年第３回七宗町議会臨時会を招集いたしましたと

ころ、議員各位におかれましては、公私ともご多用の中、ご参

集賜り、誠にありがとうございます。

提出議案の説明に先立ちまして、私の町政運営に関する所信と

施策を申し述べ、議員各位並びに町民の皆さんのご理解ご協力

をお願いしたいと存じます。

この度、皆様方のご支持を賜り七宗町政を担うことになり、時

間の経過とともにその責任の重大さを感じていますが、町民の

皆さんの声に幅広く耳を傾け、ともに幸福で明るい活気ある町

づくりを進めてまいりたいと思っております。

議員各位におかれましては、町政運営におきまして、ご支援ご

鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

さて、私が考える町づくりを進めるための基本施策を述べさせ

ていただきます。

町職員の優れた能力を活かすために、自由に意見が言える環境

を職員とともに構築してまいります。また、４月から副町長を

置かずに参事制を採用して職員より参事を起用し、人件費の節

約を行うとともに、七宗町では初めての女性管理職を登用する
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人事を行ったところであります。こうしたことから、職員のモ

チベーションをアップさせ町づくりの原動力を強化してまいり

ます。さらに、職場における改善提案制度を導入して、職場環

境や事務効率の改善を進め、職員はもちろんのこと役場へ訪れ

る町民の皆さんに気持ちのよい環境と、最小限のお時間で用事

が済ませることのできる職場づくりを進めてまいります。

そして、町民のアイデアを行財政運営に積極的に取り入れるこ

とができるように、役場やコミュニティーセンターなどの公共

施設にアイデア箱を設置してまいります。

現在事業が進捗しております、主要地方道可児金山線バイパス

事業が早期に完成できるようスピード感を持って推進するとと

もに、主要地方道富加七宗線の改良が早期に着手できるよう、

関係機関に働きかけるなど、住民の生活基盤の整備を進めてま

いります。また、駅前周辺整備についての具体的な計画策定、

河川公園の整備などによる町民の憩いの場と集客の整備を検討

し、町の活性化を図ってまいります。

当町での新型コロナウイルスのワクチン接種は、５月11日より

84歳以上の高齢者の接種を皮切りに、その後、ワクチンの入手

状況に応じて、順次年齢を下げて接種を行ってまいります。ま

た、豪雨時に昼夜を問わず河川状況がスマートフォン等で確認

ができるように、防災カメラの更新を検討し、住民が自ら危険

を察知できる防災環境の整備に努めるとともに、国道41号、主

要地方道可児金山線の豪雨時の規制区間の解消に向けて現在進

められている事業の促進など、安全安心な町づくりを推進して

まいります。

町づくり事業活動（地域資源の活用、地域の環境美化の維持、

特産品の開発等）に対する助成制度を、既存制度の見直し等も

含め、助成額の増額や活用しやすい枠組みを構築し、活動団体

を強力に支援できる体制づくりに着手してまいります。

町外の児童生徒との交流と町内の児童生徒数の増加を目指し

て、山村留学生の受け入れを強力に進めてまいります。本町の

強みでもある「全国中学生創造ものづくり教育フェア」での上

位入賞等の実績を積極的にアピールし、他町村との差別化を図

ってまいります。また、学校統合については、地域住民の皆さ

んのご意見には当然耳を傾けなければなりませんが、保育園・

小中学校の保護者の皆さんや乳幼児の保護者の皆さん等のご意
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見を最も尊重すべきと考えておりますので、次世代の子供達が

希望の持てる将来の学校方針を決定してまいりたいと考えてお

ります。

障がい者・高齢者にやさしい、安心して暮らせる福祉の町づく

りを進めてまいります。障がい者や高齢者、介護をされる皆さ

んの目線に立ち、困っていることや悩まれていることなどの課

題を洗い出し、それらを解決できるような町独自の助成と支援

を行ってまいります。

少子高齢化や若者の転出により難しくなりつつある、歴史ある

文化や伝統を次世代へ受け継ぐための仕組みを考えていかなけ

ればなりません。神渕神社の例大祭や赤池弁財天祭、各地区に

残る祭りや山の講であったり、節句や節分、朴葉ずし等の郷土

料理などを絶やさない方策を町民の皆さんと考えていきたいと

思います。また、婦人会などがなくなってしまった現在では、

若い世代が大釜や大鍋での煮炊きができず、災害時等に炊き出

しができないなど地域のコミュニティの保持も課題となってき

ている現状についても、考えていかなければなりません。小さ

な町だからこそできる、大切に守り続けていく方策を考えてい

きたいと思います。

以上の施策を強力に推進するとともに、日々の研鑽を重ね、町

づくりに全身全霊を注ぎ、町政の執行にあたってまいりますの

で、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

さて、本臨時会にご提案いたします案件は、人事関係１件、条

例関係１件の２件であります。

議第37号 七宗町監査委員の選任につきましては、令和３年３

月31日辞職されました前監査委員 前島庚久氏の後任として地

方自治法第196条第１項の規定により、中島仁惠氏を選任いた

したく議会の同意を求めるものであります。前監査委員 前島

庚久氏におかれましては、七宗町監査委員としてご指導賜りま

した。ここに、深甚なる感謝の意を表すものであります。

また、この度後任としてご提案いたします中島仁惠氏は、会計

事務の経験者でもあり、監査委員として町行財政にご尽力いた

だけるものと思います。

議第38号 七宗町小口融資条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、参事制採用による改正であります。
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以上、提出案件につきまして、ご審議の上、議決ご決定賜りま

すようお願い申し上げ、提案説明といたします。よろしくお願

いいたします。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 以上で、町長の提案説明を終わります。

おはかりいたします。ただいま議題となっています議第37号

七宗町監査委員の選任については、ただちに質疑、討論及び採

決したいと思います。これにご異議ございませんか。

＜「異議なし」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 異議なしと認めます。したがって、本案はただちに質疑、討論

及び採決することに決定いたしました。

それでは、ただいまから議第37号の案件に対する質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

７番（福 井德一 君） はい、議長。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） はい、福井德一議員。

議席でよろしいです。

７番（福 井德一 君） （質疑）

ただいま議題となっております七宗町の監査委員の選任につい

て、以前にご説明もいただきまして中島仁惠さんのこの選任、

経歴等々から説明をいただきましたが、今後ますますの活躍を

期待できるものと思っております。

ただ１点、ご答弁をお願いしたいと思いますのは任期でござい

ます。こういった役職、職に就かれる方の任期、行政側として

は以前は在任期間という形で議会に提出されたこともありま

す。今回は４年ということを聞いておりますので、この辺の任

期の根拠をご示しいただきたいと思います。以上です。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 答弁をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。今の質疑に対してね。

参事 渡辺豊明君。

参事（渡 辺豊明 君） （答弁のため登壇）
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ただいまの福井議員からのご質問にお答えさせていただきま

す。

地方自治法の第197条にございます、識見を有する者のうちか

ら選任される者にあっては４年とし、ということになっており

ますので、残任期間ではなく任期は４年ということでございま

す。以上でございます。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 質問議員よろしいですか。いいですね、わかりました。これで

質疑は終わります。

続きまして、討論を行います。反対討論から許します。反対討

論はありませんか。

＜「ありません」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） ないようですので、続いて賛成討論を許します。賛成討論はあ

りませんか。

６番（加 納忠良 君） はい、議長。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） はい、加納議員。そこでお願いします。

６番（加 納忠良 君） （賛成討論）

監査委員の任命のこの議案につきましては、私としましても好

ましい人選であると考えております。先ほど、福井德一議員さ

んから質疑の中で、任期を残任期間か４年かという話がありま

したが、私たち議会としましては議会運営委員会、全員協議会、

私は全員協議会しか出ておりません。

こういった質問については私は前回、教育長の関係でしました

時に、どういうわけか批難をされました。法律の確認だけなん

ですけど。ですから今回のことにつきましては、やっぱりそう

いった場がありますので、こういった本会議ではなくてそうい

った場で僕はやっていただきたいとそう思います。今回のこの

人事案件につきましては、大変よろしいことがあると思います

ので、賛成の意見を述べさせていただきます。以上です。

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） これより、議第37号 中島仁惠君の選任同意について採決いた

します。この採決は、起立によって行います。
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本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 全員起立です。ご着席ください。

したがって議第37号 七宗町監査委員の選任については、同意

することに決定いたしました。

続いて、おはかりいたします。ただいま議題となっています議

第38号 七宗町小口融資条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、ただちに質疑、討論及び採決したいと思います。これ

にご異議ございませんか。

＜「異議なし」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 異議なしと認めます。したがって、本案はただちに質疑、討論

及び採決することに決定いたしました。

それでは、ただいま議題となっています案件に対する質疑を行

います。質疑はありませんか。

＜「ありません」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） ないようですので、これで質疑を終わります。

続きまして、討論を行います。反対討論から許します。反対討

論はありませんか。

＜「ありません」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） ないようですので、続いて賛成討論を許します。賛成討論はあ

りませんか。

＜「ありません」の声あり＞

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） ないようですので、これで討論を終わります。

これより、採決いたします。この採決は、起立によって行いま

す。

議第38号の案件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。

（賛成者起立）

議 長 （ 林 茂 樹 君 ） 全員起立でございます。ご着席ください。

したがって、議第38号 七宗町小口融資条例の一部を改正する
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条例の制定については、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

これをもちまして、令和３年第３回七宗町議会臨時会を閉会い

たします。どうもご苦労さんでした。

（午前１０時２０分 閉会）

会議の経過を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。

議会議長 林 茂 樹

署名議員 上 野 和 義

署名議員 大 鋸 利 光


